


























【コーポレートガバナンス体制：模式図】

連携
監査

経営管理の強化・充実のため、下記委員会を設置

・法令等遵守態勢の確立を図るためのコンプライアンス委員会

・顧客の保護、利便の向上に向けた改善・対応策を検討する顧客保護等管理委員会

・中小企業者等の金融円滑化を適切に遂行するための金融円滑化委員会

・経営の健全性と収益性の両面からポートフォリオ運営を審議するＡＬＭリスク管理委員会

・経営の健全性と適切性の確保に向けたオペレーショナル・リスクの極小化策を審議する

オペレーショナル・リスク管理委員会

・情報システム等の方針や投資の最適化を図るためのＩＴ戦略委員会

・経営職等の人事評価の納得性・公平性・透明性を高めるための業績・報酬委員会

・持続可能な社会の実現に貢献するためのＳＤＧｓ推進委員会
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【適時開示体制の概要：模式図】

＊決算短信及び第２四半期決算短信に関しては、取締役会の承認後開示しております。

内部監査

監

査

役

（
監
査
役
会
）

会
計
監
査
人
・
顧
問
弁
護
士

内
部
監
査
部
署

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
統
括
部
署

会社情報管理者

（営業店／連結子会社）

会社情報管理者
（本部各部室）

会社情報取扱責任部署
（経営企画部）

付議 承認

適

時

開

示

検証

必要に応じて協議

＊

会社情報取扱責任者
（経営企画部担当役員）

指示

取 締 役 会

経 営 会 議

会社情報の流れ


